
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
●裏面の申込用紙はリーフレット作成のための仮登録です。 

仮登録頂いた店舗には事務局開設後、本登録のご案内を致します。 

期間内に登録頂けない場合、リーフレットに店舗名が掲載されない場合がございます。 
取扱店舗説明会 日時：令和 2 年 8 月 12 日（水）①14：00 ②19：00 

※１時間程度    場所：和歌山商工会議所 大ホール ※定員 50 名 

事前申込必須   日時：令和 2 年 8 月 18 日（火）①14：00 ②19：00 

   場所：和歌山ビッグ愛 ※定員 50 名 
※事務局開設は、令和 2 年 8 月 11 日（火）を予定しています。 

 

取扱店として登録しないと 

お客様に使って頂けません 

和歌山市地域ささえ愛商品券 

取扱店募集！！ 
対象の市民全員に 3,000 円の商品券が配布されます！！ 

 

和歌山市内に店舗・事業所があり、消費者に直接、商品・サービスを提供できる方 

※商品券の使用対象とならない商品やサービス(※裏面参照)のみを扱う方、風俗営業

等の規制及び業務の適正化等に関する法律第 2 条に該当する業種や反社会勢力の方

等はご参加頂けません。 

 

対象店舗 

 

令和 2 年 8 月 3 日(月)～８月２０日(木) 
 ※上記以降、市民の皆様に配布予定のリーフレットに店舗名が記載されませんが、 

   利用店舗としての登録は可能です。お早めにご登録ください。 

 

 
 

 

 

 

申込方法 

募集期間 

裏面申込用紙に 

必要事項を記入し 

仮登録 

事務局開設後 

本登録のご案内を 

させて頂きます。 

新型コロナウイルス感染症により影響を受けている市民及び市内の事業者を 

支援するため、和歌山市地域ささえ愛商品券を発行します。 

和歌山市内で使える商品券の取扱店を募集いたします。 

※取扱店として登録しないと同商品券をお客様に使って頂けません。 

後日送られてくる 

本登録申請書兼 

誓約書に記入し 

事務局に返信 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和歌山市地域ささえ愛商品券取扱事業者用 仮登録 申込用紙  
●本申込用紙はリーフレット作成の為の仮登録です。●仮登録頂いた店舗には事務局開設後、本登録のご案内を致します。 

●表の期間内にご登録頂けない場合、リーフレットに店舗名が記載されない場合がございます。 
 

事業所名  ふりがな  

代表者名  ふりがな  

所在地  

TEL  FAX  

担当者名  メールアドレス  

担当者 TEL  

登録店舗名  ふりがな  

登録店舗所在地  登録店舗 TEL  

事業業種 
※該当するもの 1 つに

○をつけてください 

スーパー コンビニ 百貨店 飲食料品店 衣料・身の回り品取扱店 雑貨店 家電販売店  

ホームセンター ドラッグストア 化粧品店 飲食店 旅館・ホテル 旅行業 その他（      ） 
 

※お申し込み後 3 営業日以内に受領連絡がない場合は、その旨ご連絡くださいますようお願い申し上げます。 

＜お問い合わせ＞ 和歌山市地域ささえ愛チケット事業 事務局 

     （和歌山商工会議所内） 担当 有本 

TEL：０７３－４２２－１１１１ FAX：０７３－４３３－０５４３ 

 

対     象：令和２年 8 月 12 日時点において和歌山市の住民基本台帳に記録されている方 

 

対 象 人 数：約 367,000 人 
 

額 面：1 人当たり 3,000 円（1,000 円×3 枚） 
 

使 用 期 間：令和 2 年 10 月１日（木）～令和 3 年 2 月 14 日（日） 
 

換 金 期 間：令和 2 年 10 月 1 日（木）～令和 3 年 2 月 21 日(日)※換金は 1 回/月 
 

使 用 区 域：和歌山市内 
 

換 金 頻 度：月 1 回程度 

※商品券の使用対象とならない商品やサービス 

●たばこ事業法(昭和 59年法律第 68号)第 2条第 3号に規定する製造たばこ●出資、債務、振込手数

料等の支払●国や地方公共団体への支払(税金、電気、ガス、水道料金等の公共料金)、有価証券、金

券、商品券(ビール券、清酒券、お米券、図書券、事業者が独自発行する商品券等)、旅行券、乗車

券、切手、印紙、プリペイドカード等換金性の高いもの●事業活動に伴い使用する原材料、機器類及

び仕入商品等の支払い●土地、家屋購入、家賃、地代、駐車場(一時預りを除く)等の不動産に係る支

払い●風俗営業等の規制及び義務の適性等に関する法律(昭和 23年法律第 122号)第 2条に規定する営

業に係る支払い●特定の宗教、政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの●商品券の交換又は売

買●現金との換金、金融機関への預け入れ●その他和歌山市が指定するもの 

●ホームページ並びに専用コールセンターは令和 2 年 8 月 11 日(火)に開設予定です。 

ホームページ開設までの間、ご不明な点があれば下記まで 

ご連絡くださいますようお願い申します。 

●尚、詳細については特設ホームページより情報発信して参りますので、 

ご確認くださいますようお願い申し上げます。 
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